
20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

154,557,532 153,924,971 155,424,240 147,852,082 147,835,523

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

154,557,532 153,924,971 155,424,240 147,852,082 147,835,523

153,750,501 153,045,762 152,642,460 145,709,768

99.48% 99.43% 98.21% 98.55%

基準値 目標値

前年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 24年度

前年度同程度 76.2% 74.3% 71.5% 70.3% 70.3%

77.0% 76.2% 74.3% 71.5%

モニタリング結果報告書

（厚生労働省24（Ⅰ－５－４））

施策目標名 原子爆弾被爆者等を援護すること（施策目標Ⅰ－５－４）

施策の概要
本施策は、被爆者（被爆者健康手帳の交付を受けた者）に対する保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を講じる観点から、
被爆者に対し、健康診断や医療費の支給等を行っています。

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

原爆被爆者対策については、被爆者が受けた放射能による健康被害という他の戦争被害とは異なる「特殊の被害」であることにか
んがみ、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年２月１６日法律第１１７号）」に基づき、医療の給付、手当の支給等
を行っています。

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）原爆被爆者等援護対策費（全部）　［平成24年度予算額：147,835,523千円］

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法
の運営費交付金は含まな

い。

区分 25年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 147,769,985

補正予算（b）

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c）

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

測定指標
指標１

被爆者健康診断受診率

実績値

年度ごとの目標値

参考・関連資料等

関連法令（右記検索サイトから検索できます。）　　 http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxsearch.cgi
関連事業の行政事業レビューシート  　http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf/0162.pdf

担当部局名
健康局総務課指導調

査室
作成責任者名 稲葉　和男 政策評価実施時期 平24年９月


